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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ハピネスちよだ  

重要事項説明書 

 

１．事業の目的と運営方針 

要介護状態にある方に対し、適正な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する

ことにより要介護状態の維持・改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスの提供に

努めます。 

 

２．事業者 

（１）法人名   社会福祉法人 アパティア福祉会 

（２）法人所在地 三重県桑名市長島町西外面１０７０番地 

（３）電話番号  ０５９４－４２－１６００ 

（４）代表者氏名 理事長 桑名 良輔 

 

３．事業者の内容 

 （１）事業者 

   事業所名   地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ハピネスちよだ 

   管理者    牧野 俊也 

   指定番号   ２４９０２００２８０ 

   所在地    三重県四日市市千代田町３２３番地１ 

   電話番号   ０５９－３２９－５８３３ 

   ＦＡＸ番号  ０５９－３２９－５８３２ 

 

 （２）施設の勤務体制 

           職務の内容              常勤 非常勤 合計 

管理者      業務の一元的な管理            １名  －  １名 

医師       健康管理及び療養上の指導         －名 ２名  ２名 

生活相談員    生活相談及び指導             １名  －  １名 

介護支援専門員  介護計画の作成              １名  －  １名 

看護職員     健康管理、保健衛生管理          ２名  －  ２名 

介護職員     介護業務                １８名  － １８名 

管理栄養士    食事の献立作成、栄養計算、栄養指導等   １名  －  １名 

機能訓練指導員  身体機能の向上・健康維持のための指導   １名 １名  ２名 

   歯科衛生士    口腔衛生を保つための口腔ケア・指導    －名 １名  １名 
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（３）主な職種の勤務時間 

  介護職員 早番①・・・・・・・・・・・・・・・・６：３０～１５：３０ 

  介護職員 早番②・・・・・・・・・・・・・・・・７：００～１６：００ 

  介護職員 日勤①・・・・・・・・・・・・・・・・８：００～１７：００ 

  介護職員 日勤②・・・・・・・・・・・・・・・１０：００～１９：００ 

  介護職員 遅番①・・・・・・・・・・・・・・・１０：３０～１９：３０ 

  介護職員 遅番②・・・・・・・・・・・・・・・１１：００～２０：００ 

介護職員 遅番③・・・・・・・・・・・・・・・１３：００～２２：００ 

  介護職員 夜勤・・・・・・・・・・・・・・・・２２：００～翌８：００ 

  看護職員 日勤①・・・・・・・・・・・・・・・・８：００～１７：００ 

  看護職員 日勤②・・・・・・・・・・・・・・・・８：３０～１７：３０ 

  機能訓練指導員 日勤①・・・・・・・・・・・・・８：００～１７：００ 

  機能訓練指導員 日勤②・・・・・・・・・・・・・８：３０～１７：３０ 

  機能訓練指導員 遅番・・・・・・・・・・・・・１０：３０～１７：３０ 

  管理栄養士 日勤・・・・・・・・・・・・・・・・９：００～１８：００ 

  管理栄養士 遅番・・・・・・・・・・・・・・・１０：３０～１９：３０ 

歯科衛生士 日勤・・・・・・・・・・・・・・・・８：００～１７：００ 

  歯科衛生士 遅番・・・・・・・・・・・・・・・１０：３０～１９：３０ 

生活相談員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８：３０～１７：３０ 

 

（４）設備の概要 

定員 ２９名（3ユニット） 

○居室 ２９室 

ご利用者の居室は、ベッド・洗面所・トイレ・コールボタンを備品として備えます。 

○食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員

を乗じて得た面積以上とします。 

イ 必要な備品類を備えます。 

○浴室など   ４室 

 浴室にはご利用者が使用しやすいように手すりなど安全を確保します。 

○洗面所及び便所 ２９室 

洗面所及び便所にはご利用者が使用しやすいように手すりなど安全を確保します。 

 

４．サービスの内容 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第５条参照） 

① 食事 

栄養士による献立により、身体状況、疾病状況及び嗜好等を考慮しながら、食事の提供に努

めます。ご利用者の自立支援のために離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則と

しています。 
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   （食事時間） 

     朝食： ７時３０分～ ９時３０分 

     昼食：１１時３０分～１３時３０分 

     夕食：１８時００分～２０時００分 

     ＊上記時間内で、ご希望の時間に合わせて食事の提供ができます。 

     ＊施設及びご利用者の事情により、多少時間が前後することもございます。 

② 入浴 

入浴又は清拭を週２回行います。 

寝たきりであっても、身体状況に応じた設備を使用して入浴することができます。 

③ 排泄 

排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能

の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤ その他自立への支援 

重度化防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

誤嚥性肺炎の予防や、口腔衛生を保つため、食後や必要時に口腔ケアの援助を行います。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

⑥ 健康管理 

医師や看護職員が、健康管理を行います。 

⑦ その他緊急時における対応方法 

職員等は、ご利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡

する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告します。 

 

５．利用料金 

厚生労働大臣が定める基準によるものであり、当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

が 法定代理受領サービスであるときは、介護保険法による介護報酬の告示上の額として設定しま

す。（契約書第７条参照） 

□介護報酬告示額 

（１）基本料金（１日当たり） 

介護区分        介護サービス費用     自己負担額（１割） 

要介護１    ７，００４円（６８２単位／日）    ７００円 

要介護２    ７，７３３円（７５３単位／日）    ７７３円 

要介護３    ８，５０３円（８２８単位／日）    ８５０円 

要介護４    ９，２５３円（９０１単位／日）    ９２５円 

要介護５    ９，９７２円（９７１単位／日）    ９９７円 

（２）加算料金等               介護サービス費用     自己負担額（１割） 

ア 日常生活継続支援加算      ４７２円（４６単位/日）      ４８円 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）     ２２５円（２２単位/日）      ２３円 
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サービス提供体制強化加算（Ⅱ）     １８４円（１８単位/日）      １９円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）      ６１円（６単位/日）        ７円 

ウ 初期加算        ３０８円（３０単位/日）      ３１円 

エ 個別機能訓練加算（Ⅰ）         １２３円（１２単位/日）      １３円 

  個別機能訓練加算（Ⅱ）         ２０５円（２０単位/月）      ２１円 

  個別機能訓練加算（Ⅲ）         ２０５円（２０単位/月）      ２１円 

オ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）     １，０２７円（１００単位/月）    １０３円 

  生活機能向上連携加算（Ⅱ）     ２，０５４円（２００単位/月）    ２０６円 

カ ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）         ３０８円（３０単位/月）      ３１円 

  ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）         ６１６円（６０単位/月）      ６２円 

キ 自立支援促進加算          ２，８７５円（２８０単位/月）    ２８８円 

ク 地域密着看護体制加算（Ⅰ）イ      １２３円（１２単位/日）      １３円 

  地域密着看護体制加算（Ⅱ）イ      ２３６円（２３単位/日）      ２４円 

ケ 栄養マネジメント強化加算      １１２円（１１単位/日）      １２円 

コ 再入所時栄養連携加算        ４，１０８円（４００単位/月）    ４１１円 

サ 療養食加算                ６１円（６単位/回）        ７円 

シ 経口移行加算       ２８７円（２８単位/日）      ２９円 

ス 経口維持加算（Ⅰ）         ４，１０８円（４００単位/月）    ４１１円 

 経口維持加算（Ⅱ）         １，０２７円（１００単位/月）    １０３円 

 セ 排せつ支援加算（Ⅰ）          １０２円（１０単位/月）      １１円 

排せつ支援加算（Ⅱ）          １５４円（１５単位/月）      １６円 

   排せつ支援加算（Ⅲ）          ２０５円（２０単位/月）      ２１円 

 ソ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）        ３０円（３単位/月）        ３円 

   褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）       １３３円（１３単位/月）      １４円 

タ 看取り介護加算（Ⅰ）  

 （死亡日４５日前～３１日前）       ７３９円（７２単位/日）      ７４円 

 （死亡日３０日前～４日前）      １，４７８円（１４４単位/日）    １４８円 

 （死亡日前々日、前日）        ６，９８３円（６８０単位/日）    ６９９円 

 （死亡日）             １３，１４５円（１，２８０単位/日） １，３１５円 

 看取り介護加算（Ⅱ） 

（死亡日４５日前～３１日前）       ７３９円（７２単位/日）      ７４円 

（死亡日３０日前～４日前）      １，４７８円（１４４単位/日）    １４８円 

（死亡日前々日、前日）        ８，０１０円（７８０単位/日）    ８０１円 

（死亡日）             １６，２２６円（１，５８０単位/日）１，６２３円 

チ 精神科医療養指導加算           ５１円（５単位/日）        ６円 

ツ 若年性認知症入所者受入加算     １，２３２円（１２０単位/日）    １２４円 

テ 認知症専門ケア加算（Ⅰ）         ３０円（３単位/日）        ３円 

 認知症専門ケア加算（Ⅱ）         ４１円（４単位/日）        ５円 

ト 入院または外泊時加算        ２，５２６円（２４６単位/日）    ２５３円 

ナ 地域密着夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ    ４７２円（４６単位/日）      ４８円 
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  地域密着夜勤職員配置加算（Ⅳ）イ    ６２６円（６１単位/日）      ６３円 

ニ 退所時等相談援助加算 

（退所前訪問相談援助加算）      ４，７２４円（４６０単位/回）    ４７３円 

（退所後訪問相談援助加算）      ４，７２４円（４６０単位/回）    ４７３円 

（退所時相談援助加算）        ４，１０８円（４００単位/回）    ４１１円 

（退所前連携加算）          ５，１３５円（５００単位/回）    ５１４円 

ヌ 指定居宅介護支援における退院・退所加算①４，６２１円（４５０単位/回）  ４６３円 

                 ②６，１６２円（６００単位/回）    ６１７円 

                 ③７，７０２円（７５０単位/回）    ７７１円 

                 ④９，２４３円（９００単位/回）    ９２５円 

ネ 在宅復帰支援機能加算          １０２円（１０単位/日）      １１円 

ノ 在宅・入所相互利用加算         ４１０円（４０単位/日）      ４１円 

ハ 障害者生活支援体制加算（Ⅰ）      ２６７円（２６単位/日）      ２７円 

  障害者生活支援体制加算（Ⅱ）      ４２１円（４１単位/日）      ４３円 

ヒ 認知症行動・心理症状緊急対応加算  ２，０５４円（２００単位/日）    ２０６円 

フ 在宅サービスを利用したときの費用  ５，７５１円（５６０単位/日）    ５７６円 

ヘ 口腔衛生管理体制加算          ９２４円（９０単位/月）      ９３円 

ホ 口腔衛生管理加算          １，１２９円（１１０単位/月）    １１３円 

マ 常勤医師配置加算            ２５６円（２５単位/日）      ２６円 

ミ 配置医師緊急時対応加算（早朝夜間） ６，６７５円（６５０単位/回）    ６６８円 

  配置医師緊急時対応加算（深夜）  １３，３５１円（１３００単位/回） １，３３６円 

 配置医師緊急時対応加算（上記外）  ３，３３７円（３２５単位/回）    ３３４円 

ム 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）      ４１０円（４０単位/月）      ４１円 

  科学的介護推進体制加算（Ⅱ）      ５１３円（５０単位/月）      ５２円 

メ 安全対策体制加算            ５１３円（５０単位/入所時１回）  ５２円 

 モ 特別通院送迎加算          ６，１００円（５９４単位/月）    ６１０円 

ヤ 協力医療機関連携加算（Ⅰ）     １，０２７円（１００単位/月     １０３円 

  協力医療機関連携加算（Ⅱ）        ５１円（５単位/月）        ６円 

ユ 退所時情報提供加算         ２，５６７円（２５０単位/回）    ２５７円 

ヨ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）   １０２円（１０単位/月）      １１円 

  高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）    ５１円（５単位/月）        ６円 

ワ 新興感染症等施設療養費       ２，４６４円（２４０単位/日）    ２４７円 

ヲ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）   １，５４０円（１５０単位/月）    １５４円 

  認知症チームケア推進加算（Ⅱ）   １，２３２円（１２０単位/月）    １２４円 

ン 退所時栄養情報連携加算         ７１８円（７０単位/回）      ７２円 

ア’ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）    １，０２７円（１００単位/月）    １０３円 

  生産性向上推進体制加算（Ⅱ）      １０２円（１０単位/月）      １１円 

イ’ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）    基本料金＋加算料金の１４％を上限として加算 

上記加算につきましては、該当する場合必要となります。また、利用料金については、実際の利

用日数と地域区分ごとの単価（1単位＝１０．２７円）を乗じて計算しますので参考額になりま
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す。 

利用者負担割合が２割の方（介護負担割合証）は、自己負担額が２倍となります。 

利用者負担割合が３割の方（介護負担割合証）は、自己負担額が３倍となります。 

 

□その他の費用 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。（契約書第６条、第７条参照） 

（１）「居住費」及び「食費」  １日あたりの金額 

 居住費(普通室) 居住費(特別室) 食費 

ユニット型個室 ２,５６０円 ３,０６０円 １，４４５円 

※ 介護負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費・食費の額とします。 

※ 食費の内訳（朝食３４５円 昼食５５０円 夕食５５０円 ＊おやつは含まれておりません） 

※ 普通室11.5㎡、特別室13.2㎡の広さとなっております。特別室は、角部屋で窓が二か所あり日

当たり良好です。 

 

（２）その他、ご利用者にご負担いただくものは別紙に記載します。 

 

６．利用料金のお支払方法（契約書第７条参照） 

 前記５の利用料金（その他の費用も含む）は、１か月ごとに計算し、ご請求いたしますので、翌

月末日までに以下のいずれかの方法でお支払ください。（１か月に満たない期間のサービスに関す

る利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 ア 金融機関口座からの自動引き落とし   

 イ 現金でのお支払い 

 

７．サービス利用に当たっての留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されているご利用者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（１） 面会 

① 面会時間 ９：００～２０：００ 

② 面会の際は、各ユニット玄関で面会記録をご記入ください。 

③ 感染症、食中毒の予防のため、食品のお持込はできる限りお控え下さい。なお、お持込の

際には、必ずその旨職員にお知らせください。 

④ 感染症流行時には、面会前のうがい、手洗い、マスク着用等にご協力ください。また、面

会制限を実施させて頂く事があります。その都度お知らせさせて頂きます。 

 

（２） 外出・外泊（契約書第２７条） 

 外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出ください。外泊時に発生する料金は、１８の入院し

た場合と同じ扱いとします。 
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（３） 食事 

 食事を中止する場合は、職員までお申し出下さい。ただし、一食のみでも三食召し上がっても、

料金は一日分発生します。 

 

（４）施設・設備使用上の注意（契約書第１４条参照） 

① 居室及び共用施設、敷地はその本来の用途に従って利用して下さい。 

② 故意又は過失により、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、利用者の自己負担

により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いただく場合がございます。 

③ ご利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上、必要があると認められる場合

には、ご利用者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、

その場合、ご利用者のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

④ ご利用者は、施設内の機械及び器具を利用される際、必ず職員に声をかけてください。 

⑤ 居室への家具等の持ち込みは自由ですが、持ち込む際には職員に声をかけてください。不

安定な物、滑りやすい物に関しては、ご相談させて頂いたり、事故が起こらないよう配慮

いたします。 

⑥ 施設内での金銭及び食物等のやりとりは、ご遠慮ください。 

⑦ 職員に対する贈物や飲食の提供は一切不要です。 

⑧ 個人の信仰、思想は尊重しますが、当施設の職員や他の利用者に対しての宗教活動、政治

活動を行うことは禁じます。 

 

（５）飲酒・喫煙 

① 飲酒、喫煙はご利用者の健康を害する可能性がありますので、お酒、たばこ、ライター、

マッチ等は施設でお預かりさせていただきます。 

② 飲酒、喫煙をする際には、当施設の職員に申し出、所定の時間と場所でお願いします。 

 

８．非常災害対策 

施設は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡

を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、年２回以上利

用者及び職員の訓練を行います。 

 

９．緊急時の対応（契約書第１２条参照） 

サービス提供時にご利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力

医療機関、各関係機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

１０．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係機関等への連絡を行うなど

必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合

には、損害賠償を速やかに行います。 
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１１．守秘義務に関する対策（契約書第１１条参照） 

施設及び職員は、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保守します。また、退職後に

おいてもこれらの秘密を保守するべき旨を、職員との雇用契約の内容としています。 

 

１２．利用者の尊厳 

ご利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、教育研修等を行います。 

 

１３．身体拘束の禁止（契約書第１０条参照） 

ご利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただし、緊急やむを得

ない理由により拘束をせざるを得ない場合には、事前にご利用者及びそのご家族へ十分な説明を

し、同意を得るとともに、その対応及び時間、その際のご利用者の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由について記録します。 

 

１４．介護現場におけるハラスメント対策について 

当施設では職員による利用者への虐待行為禁止の取り組みと同様に、介護現場における職員への

ハラスメント対策にも取り組んでいます。ハラスメント行為が発生した場合は、その原因や経過等

について明らかにし再発を防ぐための対策を講じます。 

 

１５．カスタマーハラスメント対策について 

 当施設ではカスタマーハラスメント対策にも取り組んでいます。ご入居者の身元引受人ないしご

家族、その他関係者により、職員に対してカスタマーハラスメント行為が発生した場合は、法人の

行動指針に則り対応します。原因や経過等について明らかにした上で、健全な信頼関係の構築およ

び円滑なサービスを提供が困難と判断した場合は、サービスの中止や契約を解除する場合がありま

す。 

 

１６．苦情相談窓口（契約書第２８条参照） 

① 当施設における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 

○苦情相談窓口担当者： 生活相談員 菱田 由紀美 

受付時間：  ８時３０分～１７時３０分 

電話番号：  ０５９－３２９－５８３３ 

○苦情解決担当者： 施設長 牧野 俊也 

受付時間：  ８時３０分～１７時３０分 

電話番号：  ０５９－３２９－５８３３ 

 

 ② 行政機関その他苦情受付機関 

四日市市役所  介護保険課 

        電話番号：０５９―３５４－８１９０ 

 三重県国民健康保険団体連合会 

        電話番号：０５９－２２２－４１６５ 
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四日市市北地域包括支援センター 

        電話番号：０５９－３６５－６２１５ 

三重県福祉サービス運営適正化委員会 苦情相談室 

        電話番号：０５９－２２４－８１１１ 

 

１７．入所中の医療の提供について 

  医療を必要とする場合は、ご利用者のご希望により、下記協力医療機関において診察を受ける

ことができます。但し、下記医療機関での優先的な診療を保証するものではありません。また、

下記医療機関での診察を義務づけるものでもありません。 

  ・協力医療機関 

        ・富田浜病院 

          三重県四日市市富田浜町２６番１４号   電話：０５９-３６５-００２３ 

 

    ・協力歯科医療機関 

    ・桑名歯科 

      三重県桑名市長島町出口６３番地     電話：０５９４-４２-１８１１ 

 

１８．損害賠償について（契約書第１６条、１７条参照） 

当施設において、施設の責任によりご利用者に生じた損害については、施設は、速やかにその損

害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、ご利用者に故意又は過失が認められ、かつご利用者の置かれた心

身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、施設の損害賠償責任を減じさせて

いただきます。 

 

１９. 施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

契約が終了する期日は特に定めていません。従って、以下のような事由がない限り、継続して

サービスを利用することができますが、仮にこのようなことに該当するに至った場合には、当施

設との契約は終了し、ご利用者に退所していただくことになります。 

（契約書第１９条参照） 

① 要介護認定によりご利用者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合。 

② 施設が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合。 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

④  当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

⑤ ☆ご利用者から退所の申し出があった場合。（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ ☆施設から退所の申し出を行った場合。（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑤☆のご利用者からの退所の申し出があった場合について（中途解約・契約解除）（契約書第２０

条、第２１条参照） 

契約の有効期間であっても、ご利用者から当施設からの退所を申し出ることができます。その場
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合には、退所を希望する日の７日前までに申し出てください。ただし、以下の場合には、即時に

契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。 

② ご利用者が入院された場合。 

③ 施設もしくは職員が正当な理由なく契約に定める介護福祉施設サービスを実施しな

い場合。 

④ 施設もしくは職員が守秘義務に違反した場合。 

⑤ 施設もしくは職員が故意又は過失によりご利用者の身体・財物・信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 

⑥ 他の利用者がご利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合。もしくは傷つける

恐れがある場合において、施設もしくは職員が適切な対応をとらない場合。 

⑥☆の施設から退所の申し出を行った場合について（契約解除）（契約書第２２条参照） 

以下に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。 

① ご利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

これを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情

を生じさせた場合。 

② ご利用者による、サービス利用料金の支払いが２か月以上遅延し、相当期間を定め

た催告にもかかわらずこれが支払われない場合。 

③ ご利用者、身元引受人ないしご家族、その他関係者が、故意又は重大な過失により施設

又は職員もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい

不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた

場合。 

④ ご利用者が連続して３か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合も

しくは入院した場合。 

⑤ ご利用者が介護老人保険施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院し

た場合。 

 

２０．円滑な退所のための援助（契約書第２３条参照） 

ご利用者が当施設を退所する場合には、ご利用者の希望により、施設はご利用者の心身の状況、

置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご利用者に対して速やかに

行います。 

① 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介。 

② 居宅介護支援事業者の紹介。 

③ その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介。 

 

２１.ご利用者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第２４条参照） 

当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下のとおりです。入院時

の手続き、入院中のおむつや洗濯物、日用品の手配等は、原則としてご家族にお願いします。 
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① 検査入院等、１～６日までの短期入院の場合 

６日以内に退院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。その場合、貴重品

管理費と外泊加算、居室を確保している為の居住費が発生します。 

② ６日以上３ヶ月以内の入院の場合 

３ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することができます。この間、貴重

品管理費と居室を確保している為の居住費、私物を保管している為の私物保管料が発生します。 

③  ３ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

３ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。この場合には、

当施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

２２.残置物引取人（契約書第２６条参照） 

 本契約締結にあたり、入所契約が終了した後、当施設に残されたご利用者の所持品(残置物)をご

利用者自身が引き取れない場合に備えて、残置物引取人を定めていただきます。 

当施設は、残置物引取人に連絡のうえ、原則としてすべての残置物を引き取っていただきます。

残置物の廃棄をご希望の際は、廃棄、処分にかかる費用をご利用者又は残置物引取人にご負担い

ただきます。処分依頼品にテレビ・冷蔵庫がある場合、リサイクル料金を別にいただきます。 

 

２３.第三者評価の実施について 

     

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

第三者評価機関名  

評価結果の開示状況  
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令和  年  月  日 

 

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの開始に当たり、ご利用者に対して契

約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明し交付しました。 

 

＜事業者＞ 

（事業所所在地）   三重県四日市市千代田町３２３番地１ 

 

（法人名）      社会福祉法人アパティア福祉会 

 

（事業所名）     地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ハピネスちよだ 

 

（代表者名）     理事長 桑名 良輔          印 

 

（説明者）      生活相談員 菱田由紀美        印 

 

令和   年   月   日 

 

私は、契約書及び本書面により、施設から指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サー

ビスについて重要事項説明を受け同意しました。 

 

＜利用者＞ 

（住所）   

   

（氏名）                   印 

 

＜代理人＞ 

（住所）    

 

（氏名）                   印 

 

（利用者との関係） 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

居住費、食費以外でご利用者にご負担いただく費用について 

①入所後健康診断 

入所後に健康診断を行います。・・・・・・・・入所後１回  １７，０００円(税別） 

 

② 日用品費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実費 

                               

④ 理美容代 

理美容師による散髪ができます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実費 

 

⑤ 喫茶、お菓子購入、嚥下困難な方の 

水分栄養補助用ゼリーなどの購入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実費 

 

⑥ 貴重品管理費手数料（通帳・保険証等の管理、支出入の代行）・１月１，０００円(税別) 

 

⑦ 各種申請代行 

要介護認定、身障者手帳取得等 

公的機関への公的書類の代行申請・・・・・・・・・・・・・・・１回３００円(税別) 

 

⑧ 電気製品持ち込み料 

テレビ、ラジオ等持ち込み料・・・・・・・・・１個につき１か月１，０００円(税別) 

 

⑨ 入院中代行料 

家族に代わって洗濯物回収、オムツ補充等・・・・・・・１回  １，０００円(税別) 

 

⑩ 付き添いサービス 

私用外出への付き添い希望等・・・・・・・・・・・・１時間  ２，０００円(税別) 

 

⑪ 送迎サービス費（１０キロ以内 ）・・・・・・・・・・１回   １，０００円(税別) 

 

⑫ 買い物代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１回  ５００円(税別) 

 

⑬ レクリエーション費用・行事食代・外出先での物品購入や食事代、 

クラブ活動での材料費、行事食等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実費 

 

⑭ その他、ご利用者が専用で使用するため個人で負担することが適当な物品の購入 

（車椅子、エアマット等の福祉用具を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・・実費 

 

⑮ その他、ご利用者が自らのご希望に基づいて物品を購入する場合・・・・・・・・実費 
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⑯ 宿泊利用料 

ご家族が施設へ宿泊した場合のリネン準備、洗濯、消毒等・１泊 １，０００円(税別) 

食費は別途徴収（朝食３４５円 昼食５５０円 夕食５５０円） 

 

⑰ 死亡診断書作成料 

施設内で永眠され、嘱託医が死亡診断をした場合・・・・・・・１０，０００円(税別) 

 

⑱ 死後処置料（寝衣代を含む）・・・・・・・・・・・・・・・・１５，０００円～(税別) 

 

⑲ 不用品廃棄料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実費 

＊不用品にテレビ、冷蔵庫がある場合は、別途リサイクル料が発生します。 

 


